
『
平
家
物
語
』
の
建
礼
門
院
造
形

1
延
慶
本
を
中
心
に
一

趙

文

珠

 
 
一
 
は
じ
め
に

 
建
礼
門
院
徳
子
は
、
平
家
一
門
の
栄
枯
盛
衰
を
象
徴
す
る
人
物
で
、
源
平
時

代
の
全
期
間
を
通
し
て
、
常
に
激
動
の
中
心
点
に
身
を
お
き
つ
つ
生
き
残
っ
た

生
き
証
人
で
あ
っ
た
。
数
奇
な
運
命
を
辿
っ
た
彼
女
の
生
涯
は
、
さ
ま
ざ
ま
な

方
向
に
想
像
力
を
刺
激
す
る
も
の
だ
っ
た
ろ
う
。
『
平
家
物
語
』
の
諸
本
に
は
、

そ
れ
ぞ
れ
の
構
想
や
性
格
を
反
映
し
た
建
礼
門
院
造
形
が
図
ら
れ
て
い
る
。

 
諸
本
の
建
礼
門
院
関
連
記
事
に
つ
い
て
は
、
特
に
女
院
往
生
物
語
（
い
わ
ゆ

る
六
道
物
語
）
を
中
心
に
、
こ
れ
ま
で
様
々
な
角
度
か
ら
論
じ
ら
れ
て
き
て
い

る
。
そ
れ
が
、
女
院
の
往
生
と
、
そ
れ
に
伴
う
安
徳
帝
・
平
家
一
門
の
救
済
を

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ユ
 

語
ろ
う
と
す
る
と
い
う
認
識
は
共
有
さ
れ
て
い
る
と
い
え
よ
う
。
最
近
の
研
究

で
は
、
そ
の
救
済
の
物
語
の
中
で
の
後
白
河
院
の
役
割
が
注
目
さ
れ
、
た
と
え

ば
、
大
津
雄
一
は
後
白
河
院
の
涙
こ
そ
平
家
一
門
の
救
済
と
同
時
に
「
王
権
の

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

浄
化
と
救
済
」
を
も
た
ら
し
た
と
し
、
佐
伯
真
一
は
そ
れ
が
後
白
河
院
と
建
礼

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
こ

門
院
を
め
ぐ
る
噂
に
よ
る
も
の
と
論
じ
て
い
る
。

 
本
稿
は
、
こ
れ
ら
先
学
の
論
を
受
け
、
ま
ず
、
記
録
類
に
見
え
る
建
礼
門
院

の
記
事
を
後
白
河
院
と
の
関
係
を
中
心
に
検
討
し
、
そ
れ
を
踏
ま
え
て
延
慶
本

の
建
礼
門
院
造
形
の
特
徴
を
考
察
し
て
い
く
。

 
 
二
 
後
白
河
院
と
建
礼
門
院

 
古
態
本
と
言
わ
れ
る
延
慶
本
に
は
、
後
白
河
院
と
薬
礼
門
院
と
の
男
女
関
係

を
連
想
さ
せ
る
い
く
つ
か
の
記
事
が
見
ら
れ
る
。
は
た
し
て
、
そ
れ
は
事
実
と

関
係
あ
る
も
の
だ
ろ
う
か
。

 
後
白
河
院
と
建
礼
門
院
を
巡
っ
て
種
々
の
取
り
沙
汰
が
あ
っ
た
だ
ろ
う
こ
と

は
、
次
の
『
玉
葉
』
の
記
事
か
ら
よ
く
知
ら
れ
て
い
る
。

 
 
・
十
三
日
、
申
庚
晴
、
（
前
略
）
兼
光
密
々
云
、
若
大
事
出
来
者
、
中
宮

可
納
法
皇
之
宮
由
、
或
人
和
緩
、
禅
門
、
及
二
品
、
有
承
諾
之
気
色
、

 
 
 
而
中
宮
聞
此
旨
、
再
呈
黒
砂
家
事
髪
切
、
傍
忽
攣
其
儀
、
以
至
恐
巫
字

 
 
 
女
腹
之
女
子
、
世
號
姫
君
云
々
、
可
替
之
云
々
、
法
皇
平
以
辞
退
之
故
、

 
 
 
日
同
質
一
定
、
猶
事
成
就
、
明
日
十
四
日
、
必
定
可
聴
遂
其
儀
云
々
、

 
 
 
五
障
、
非
夢
欺
、
凡
言
語
不
所
及
者
也
、
（
『
玉
葉
』
治
承
五
年
正
月
十

 
 
 
三
日
条
）

 
こ
れ
に
つ
い
て
、
水
原
慶
二
は
次
に
あ
げ
て
い
る
『
玉
葉
』
の
同
年
十
二
月

十
三
日
の
建
礼
門
院
「
入
内
」
の
記
事
を
指
摘
し
、
「
恐
ら
く
一
時
に
せ
よ
建

礼
門
院
は
い
わ
ば
平
家
の
失
地
回
復
の
生
賛
と
し
て
後
白
河
院
の
法
住
寺
御
所
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と

に
す
え
ら
れ
た
の
で
あ
ろ
う
し
と
し
、
ま
た
、
佐
伯
真
一
は
「
入
内
」
の
用
語

に
疑
問
を
表
し
な
が
ら
、
「
と
は
い
え
、
も
し
、
こ
の
日
の
法
事
寺
運
徒
と
建

礼
門
院
入
内
が
無
関
係
で
あ
っ
た
と
し
て
も
、
『
玉
葉
』
正
月
十
三
日
条
が
あ

る
以
上
、
当
時
、
漸
々
門
院
と
後
白
河
院
の
関
係
が
種
々
取
り
沙
汰
さ
れ
た
こ

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ら
 

と
は
十
分
考
え
ら
れ
る
」
と
述
べ
て
い
る
。

 
 
・
十
三
日
、
乙
卯
天
晴
、
（
前
略
）
今
夜
院
御
所
御
渡
云
々
、
又
建
禮
門

 
 
 
院
入
内
云
々
、
子
細
追
随
尋
記
、
（
『
玉
葉
』
同
年
十
二
月
十
三
日
条
）

 
以
下
、
両
氏
の
論
を
参
考
に
し
な
が
ら
後
白
河
院
と
坐
礼
門
院
の
関
係
に
つ

い
て
の
い
く
つ
か
の
事
実
を
確
認
し
て
い
き
た
い
。

 
ま
ず
、
そ
の
真
偽
が
問
わ
れ
て
き
た
「
建
礼
門
院
入
内
」
云
々
は
、
次
の
『
明

月
記
』
の
十
二
月
十
三
日
条
か
ら
知
ら
れ
る
よ
う
に
、
後
白
河
院
新
御
所
へ
の

御
幸
だ
っ
た
こ
と
を
確
認
し
て
お
く
。

 
 
・
十
三
日
。
天
晴
る
。
今
日
、
上
皇
新
造
御
所
に
御
移
徒
。
八
条
院
同
じ

 
 
 
く
渡
り
お
は
し
ま
す
。
（
略
）
今
夜
建
立
門
院
、
又
初
の
御
幸
と
云
々
。

 
さ
て
、
後
白
河
院
の
徳
子
に
対
す
る
異
常
な
関
心
は
、
懐
妊
の
時
か
ら
知
ら

れ
て
い
た
。
徳
子
の
妊
娠
の
様
子
は
『
平
家
物
語
』
に
も
詳
し
い
が
、
実
際
に
、

彼
女
は
物
怪
に
苦
し
み
、
御
産
所
で
は
毎
日
の
よ
う
に
祈
疇
が
行
わ
れ
て
い
た
。

舅
の
後
白
河
院
は
四
回
に
渡
っ
て
御
産
所
を
訪
れ
、
自
ら
護
身
法
を
行
っ
て
お

、
、
）
皇
子
誕
生
の
十
一
月
十
二
日
に
も
御
産
所
に
駆
け
つ
け
て
い
る
。
孫
を
待

望
し
た
爺
の
姿
と
読
み
取
れ
な
く
も
な
い
が
、
た
と
え
ば
、
出
産
四
日
目
に
中

宮
御
所
の
六
波
羅
を
訪
れ
る
後
白
河
院
の
行
動
は
「
大
略
三
十
日
可
被
忌
狙
目
、

有
攣
改
欺
、
素
不
被
甘
心
事
也
」
（
『
玉
葉
』
治
承
二
年
十
一
月
十
四
日
条
）
と

非
難
さ
れ
る
ほ
ど
異
例
の
も
の
で
あ
っ
た
。

 
後
白
河
院
と
野
瀬
門
院
の
間
柄
が
取
り
沙
汰
さ
れ
た
の
は
、
以
仁
王
事
件
、

『
平
家
物
語
』
の
建
礼
門
院
造
形

福
原
遷
都
を
へ
て
都
還
御
の
あ
っ
た
治
承
五
年
正
月
頃
で
あ
り
、
そ
の
時
、
高

倉
院
は
危
急
な
状
態
で
あ
っ
た
。
諸
国
の
反
乱
の
動
き
に
慌
て
た
平
家
は
既
に

後
白
河
院
の
政
治
復
帰
を
示
し
て
お
り
、
お
そ
ら
く
清
盛
夫
婦
は
失
地
回
復
の

た
め
徳
子
の
後
白
河
後
宮
入
り
を
承
諾
し
た
の
で
は
な
い
か
。

 
い
ず
れ
に
し
て
も
、
建
礼
門
院
後
宮
入
り
の
噂
が
あ
っ
た
日
か
ら
十
日
置
か

り
遡
る
『
玉
葉
』
の
治
承
五
年
正
月
十
三
日
条
に
よ
る
と
、
当
時
、
後
白
河
院

と
徳
子
が
同
じ
御
所
で
生
活
し
て
い
る
こ
と
が
知
ら
れ
る
。

 
 
・
三
日
、
庚
戌
天
晴
、
（
略
）
彼
殿
退
出
之
後
、
大
将
参
院
、
法
皇
、
上
皇
、

 
 
 
中
宮
、
三
所
同
居
、
（
『
玉
葉
』
）

 
高
倉
院
の
病
気
の
た
め
だ
と
は
い
え
、
は
な
は
だ
異
例
な
こ
と
で
あ
っ
た
ろ

、
つ
。

 
治
承
五
年
一
月
十
四
日
、
高
倉
天
皇
は
二
十
一
才
の
若
年
で
な
く
な
る
。
そ

の
年
の
閏
二
月
に
は
後
白
河
院
と
常
に
対
立
し
て
き
た
平
清
盛
も
死
去
し
、
院

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
は
ヱ

は
事
実
上
の
政
治
復
帰
を
果
た
し
て
い
る
。

 
と
こ
ろ
で
、
同
年
四
月
九
日
、
計
画
さ
れ
た
徳
子
の
院
号
が
突
然
延
期
さ
れ

る
こ
と
が
あ
っ
た
。
延
期
の
理
由
は
後
白
河
院
が
熊
野
参
籠
の
た
め
御
幸
で
き

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
さ

な
く
な
っ
た
た
め
で
あ
り
、
そ
の
事
実
を
伝
え
ら
れ
た
兼
実
は
、
「
御
幸
何
故
哉
、

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ハ
な
 
 

未
得
其
儀
」
と
驚
き
を
隠
さ
な
か
っ
た
。

 
さ
て
、
話
を
『
玉
葉
』
の
「
入
内
」
の
記
事
に
戻
そ
う
。
心
志
が
建
言
門
院

の
入
内
に
「
子
細
追
可
尋
記
」
と
い
う
真
剣
な
態
度
を
見
せ
て
い
る
の
は
、
後

白
河
院
と
且
且
門
院
を
め
ぐ
る
こ
の
よ
う
な
一
連
の
動
き
と
関
係
あ
る
も
の

だ
っ
た
と
い
え
よ
う
。

 
し
か
し
、
こ
れ
ら
の
記
事
が
必
ず
し
も
後
白
河
院
と
凶
暴
門
院
の
艶
聞
を
意

味
し
て
い
る
と
は
い
え
な
い
。
次
の
『
明
月
記
』
、
『
平
家
物
語
』
の
記
事
か
ら
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『
平
家
物
語
』
の
建
礼
門
院
造
形

も
わ
か
る
よ
う
に
、
建
言
門
院
の
「
入
内
」
当
日
、
後
白
河
院
の
姉
で
あ
る
八

条
院
も
同
じ
く
御
幸
し
て
お
り
、
後
白
河
院
は
、
八
条
院
を
始
め
上
西
門
院
、

皇
后
宮
亨
子
と
同
居
す
る
こ
と
も
あ
っ
た
。

 
 
・
十
三
日
。
天
晴
る
。
今
日
、
上
皇
新
造
御
所
に
御
移
徒
。
八
条
院
同
じ

 
 
 
く
渡
り
お
は
し
ま
す
。
 
（
『
明
月
記
』
治
承
五
年
正
月
十
三
日
）

 
 
・
十
三
日
、
院
の
御
所
に
移
徒
あ
り
。
公
卿
十
人
、
殿
上
人
四
十
人
供
奉

 
 
 
し
て
、
う
る
は
し
き
御
粧
に
て
ぞ
有
け
る
。
本
渡
ら
せ
給
し
法
性
殿
御

 
 
 
所
を
こ
ぼ
ち
て
千
体
の
御
堂
の
傍
に
つ
く
り
て
、
女
院
方
々
す
へ
な
ら

 
 
 
べ
ま
ひ
ら
せ
て
、
お
ぼ
し
め
す
さ
ま
に
て
ぞ
渡
ら
せ
給
け
る
。
 
（
延
慶

 
 
 
本
三
本
 
 
「
院
の
御
所
に
有
罪
徒
事
」
）

 
建
礼
門
院
は
他
に
も
、
安
徳
天
皇
が
初
め
て
朝
煙
を
勤
め
た
寿
永
二
年
（
一

一
八
三
）
二
月
二
十
一
日
の
前
日
の
夜
、
後
白
河
院
御
所
に
渡
っ
て
い
る
が
、

次
の
『
吉
記
』
の
記
事
か
ら
知
ら
れ
る
よ
う
に
、
そ
れ
は
公
の
行
幸
で
、
二
人

の
艶
聞
を
裏
付
け
る
も
の
で
は
な
か
っ
た
。

 
 
・
二
月
二
十
一
日
丙
辰
 
自
前
雨
降
、
辰
刻
以
後
雨
脚
忽
臨
休
、
陰
晴
猶

 
 
 
不
定
、
午
後
位
置
、
今
日
朝
直
行
幸
也
、
（
略
）
建
禮
門
院
、
前
夜
臨
幸
、

 
 
 
以
小
寝
殿
南
面
為
御
所
、
以
其
以
東
三
ケ
間
為
女
房
御
所
、
有
打
出
、

 
 
 
行
幸
、
（
『
吉
記
』
）

 
以
上
、
建
礼
門
院
と
後
白
河
院
の
関
係
に
つ
い
て
簡
単
に
見
て
き
た
。

 
建
礼
門
院
を
め
ぐ
っ
て
種
々
取
り
沙
汰
さ
れ
て
い
た
こ
と
は
事
実
だ
が
、
後

白
河
院
と
建
礼
門
院
の
男
女
関
係
を
裏
付
け
る
記
録
は
、
今
の
と
こ
ろ
見
当
た

ら
な
い
。

 
し
か
し
、
「
日
本
国
第
一
の
大
天
狗
」
（
『
玉
葉
』
文
治
元
年
十
一
月
二
十
六

日
条
）
と
密
か
に
呼
ば
れ
た
後
白
河
院
の
異
例
な
行
動
は
常
に
噂
を
立
て
る
に

十
分
な
も
の
で
あ
り
、
兼
実
が
そ
れ
ら
の
噂
を
あ
り
う
る
こ
と
と
し
て
受
け
入

れ
て
い
る
と
こ
ろ
は
留
意
さ
れ
る
。

 
 
三
 
延
慶
本
平
家
物
語
の
建
礼
門
院
造
形

 
平
家
物
語
の
建
礼
門
院
関
連
記
事
に
つ
い
て
の
先
行
研
究
は
、
特
に
女
院
往

生
物
語
（
灌
頂
巻
）
を
中
心
に
そ
の
構
造
・
役
割
を
問
う
論
が
多
く
、
物
語
の

主
人
公
で
あ
る
建
直
門
院
の
人
物
造
形
に
直
接
言
及
し
た
論
は
少
な
い
。

 
そ
う
し
た
中
で
延
慶
本
の
場
合
、
建
礼
門
院
造
形
の
旦
ハ
体
的
考
察
と
は
言
え

な
い
が
、
女
院
出
家
説
話
の
唱
導
性
に
注
目
し
、
平
家
一
族
の
滅
罪
、
鎮
魂
の

祈
願
の
旦
ハ
体
化
を
指
摘
し
た
小
林
美
和
論
、
『
長
恨
歌
伝
』
に
拠
っ
た
「
付
楊

弓
妃
被
失
事
」
の
記
事
が
楊
貴
妃
を
建
礼
門
院
に
、
後
白
河
院
を
玄
宗
に
比
す

る
こ
と
に
よ
っ
て
、
院
の
政
治
を
痛
切
に
非
難
し
た
も
の
と
把
握
し
た
牧
野
和

夫
論
、
読
み
本
系
の
灌
頂
巻
（
相
当
記
事
）
が
女
院
の
心
の
ひ
だ
に
分
け
入
り
、

女
院
自
分
の
罪
業
を
問
う
女
院
物
語
を
形
成
し
て
い
る
と
す
る
今
井
正
之
助
論

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
む

な
ど
が
、
示
唆
す
る
と
こ
ろ
多
く
留
意
さ
れ
る
。

 
以
下
、
こ
れ
ら
の
論
を
踏
ま
え
、
延
慶
本
の
建
礼
門
院
造
形
の
特
徴
を
見
て

い
く
。

 
ま
ず
、
延
慶
本
の
建
礼
門
造
形
の
特
徴
を
端
的
に
示
し
て
い
る
と
思
わ
れ
る

建
礼
門
院
と
後
白
河
院
の
対
面
の
部
分
を
掲
げ
る
。

 
 
①
法
皇
は
「
『
煙
主
思
な
ら
ね
ど
魅
し
れ
ず
わ
び
て
は
富
士
の
ね
を
の
み

 
 
 
ぞ
な
く
』
と
、
朝
夕
詠
じ
け
る
、
清
原
深
養
父
が
建
た
り
し
、
補
陀
落

 
 
 
寺
を
が
ま
せ
給
べ
し
」
と
披
露
し
て
、
夜
を
籠
て
寂
光
院
へ
忍
の
御
幸

 
 
 
あ
り
。

 
 
②
女
院
は
か
く
と
も
争
か
面
食
よ
ら
せ
給
べ
き
な
れ
ば
、
何
に
心
も
な
く

（14）



法
皇
に
御
目
を
御
覧
じ
合
せ
て
、
こ
は
い
か
に
と
思
召
て
、
あ
き
れ
た

る
御
さ
ま
な
り
。
（
略
）
「
思
外
に
法
皇
の
御
幸
な
り
に
け
る
よ
」
と
思

召
る
る
よ
り
、
「
哀
、
ロ
ハ
人
に
不
被
知
、
何
方
へ
も
消
失
ぬ
べ
か
り
し

身
の
、
人
並
々
に
憂
世
に
な
が
ら
へ
て
、
か
か
る
有
様
を
目
の
当
り
奉

見
ぬ
る
こ
そ
浅
猿
け
れ
」
と
、
（
略
）
ロ
ハ
夢
の
心
地
し
て
、
あ
き
れ
立

せ
給
た
り
。
折
節
山
時
鳥
の
一
声
、
松
の
木
末
に
音
信
け
れ
ば
、
女
院

か
く
そ
思
召
し
つ
づ
け
け
る
。

い
ざ
さ
ら
ば
涙
く
ら
べ
む
時
鳥
我
も
尽
せ
ぬ
憂
ね
を
ぞ
な
く
又
三
食
返

け
る
は
、
「
こ
は
何
事
ぞ
。
今
は
か
く
可
思
身
に
あ
ら
ず
。
猶
も
此
世

に
執
心
の
あ
れ
ば
こ
そ
か
く
は
覚
ら
め
。
さ
て
は
仏
の
道
を
傾
ひ
て
む

や
」
と
思
食
て
、
御
衣
の
袖
も
裾
も
、
草
葉
の
露
に
し
ほ
れ
返
た
る
御

さ
ま
に
て
入
ら
せ
給
に
け
り
。
法
皇
か
く
と
申
当
た
り
け
れ
ば
、
有
つ

る
御
衣
の
上
に
紙
の
御
裳
を
高
唱
て
、
別
の
問
な
る
御
円
座
し
か
せ
給

 
て
、
誠
に
面
は
ゆ
げ
な
る
御
気
色
に
て
、
御
弓
打
赤
め
て
渡
せ
給
け
る

 
御
有
様
を
御
ら
む
ず
る
に
、
昔
の
花
の
克
も
や
つ
れ
は
て
て
、
麻
の
衣

 
に
ま
つ
わ
さ
れ
お
わ
し
ま
す
後
有
様
、
有
し
に
も
あ
ら
ぬ
御
す
が
た
な

 
れ
ど
も
、
指
が
又
な
べ
て
の
人
に
は
ま
が
う
べ
く
も
み
へ
さ
せ
給
わ
ず
、

③
六
道
と
妻
帯
事
は
、
昔
二
宮
に
か
し
つ
か
れ
、
万
機
の
政
を
心
の
ま
ま

 
に
行
て
、
楽
栄
は
有
し
か
ど
も
愁
歎
は
な
か
り
き
。
（
略
）
乏
き
事
の

 
無
ま
ま
に
、
聖
な
る
所
を
忘
れ
て
云
ふ
事
無
し
。
宿
明
て
も
晩
て
も
楽

 
霊
前
古
り
し
事
は
、
善
見
城
の
勝
妙
樂
、
中
間
禅
の
高
台
の
閣
、
六
欲

 
天
上
の
五
妙
の
快
楽
も
、
争
か
是
に
は
過
む
と
覚
き
。
是
を
ば
暫
く
天

 
上
の
樂
と
申
准
へ
侍
き
。

④
家
を
出
、
か
か
る
憂
身
と
成
ぬ
る
上
は
、
何
事
に
か
慎
侍
る
べ
き
。
今

『
平
家
物
語
』
の
建
礼
門
院
造
形

こ
そ
申
さ
ず
と
も
、
後
生
に
て
浄
頗
梨
の
鏡
に
移
れ
、
倶
生
神
の
札
を

望
む
時
は
、
何
の
隠
か
可
侍
る
。
天
竺
の
術
婆
迦
は
后
の
宮
に
契
を
な

し
て
、
墓
な
き
心
地
を
恨
。
阿
育
大
王
の
子
具
那
羅
太
子
は
、
継
母
蓮

花
婦
人
に
思
を
被
漸
う
き
名
を
流
し
、
震
旦
の
則
天
皇
后
は
、
長
文
成

に
逢
て
遊
重
落
を
三
曹
へ
り
。
我
事
の
奈
良
帝
の
御
亡
孝
嫌
女
帝
、
恵

美
大
臣
に
犯
さ
れ
、
文
徳
天
皇
の
染
替
の
后
は
、
紺
青
鬼
に
お
か
さ
れ
、

亭
子
の
院
の
女
御
京
極
御
息
所
は
、
時
平
の
大
臣
の
女
也
、
日
吉
詣
給

け
る
に
、
志
賀
寺
聖
人
心
を
奉
懸
、
今
生
之
行
業
を
奉
譲
し
か
ば
、
哀

を
懸
達
て
御
手
を
た
び
、
『
実
の
道
の
指
南
せ
よ
』
と
す
さ
ま
せ
給
き
。

在
原
業
平
は
五
条
亘
の
あ
ば
ら
屋
に
、
『
月
や
あ
ら
ぬ
』
と
打
な
が
め
、

源
氏
の
女
三
宮
は
又
柏
木
の
右
衛
門
督
に
ま
よ
ひ
て
、
香
を
る
大
将
を

産
給
へ
り
。
『
い
か
が
岩
根
の
松
は
潜
む
』
と
源
氏
の
云
け
む
も
は
っ

か
し
や
。
狭
衣
之
大
将
は
、
『
聞
つ
つ
も
涙
に
く
も
る
』
と
打
な
が
め
、

天
竺
農
旦
典
範
、
高
も
賎
も
女
の
有
様
婆
心
憂
事
候
わ
ず
。
（
略
）
剤

を
出
て
後
は
、
い
っ
と
な
く
宗
盛
知
盛
一
船
を
棲
と
し
て
、
日
野
月
を

送
し
か
ば
、
人
の
口
の
さ
が
な
は
、
何
と
や
ら
ん
聞
に
く
き
名
を
立
し

 
 
 
か
ば
、
畜
生
道
を
も
経
る
様
に
侍
り
き
。
大
方
は
一
旦
快
楽
之
栄
花
に

 
 
 
誇
て
、
永
劫
無
窮
之
苦
報
を
も
不
覚
、
出
離
生
死
之
謀
を
も
不
知
。
ロ
ハ

 
 
 
明
て
も
撃
て
も
画
聖
思
に
の
み
ほ
だ
さ
れ
て
過
し
侍
き
。
五
山
豆
愚
痴
闇

 
 
 
鈍
之
畜
生
道
に
下
る
に
非
や
。
（
第
六
末
「
法
皇
小
原
へ
御
幸
海
事
」
）

 
こ
こ
で
注
目
し
た
い
の
は
、
後
白
河
院
と
の
対
面
で
、
建
礼
門
院
が
「
誠
に

面
は
ゆ
げ
な
る
御
気
色
に
て
、
御
忌
打
赤
め
て
渡
せ
給
け
る
」
と
い
う
独
自
の

反
応
を
見
せ
て
お
り
、
建
礼
門
院
の
詠
歌
が
二
人
の
関
係
を
暗
示
し
て
い
る
こ

と
（
②
）
、
建
礼
門
院
自
ら
「
万
機
の
政
を
心
の
ま
ま
に
」
行
な
っ
た
こ
と
を
語
っ
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て
い
る
こ
と
（
③
）
、
邪
淫
の
こ
と
を
語
る
独
自
の
畜
生
道
の
記
事
を
な
し
て

い
る
こ
と
（
④
）
な
ど
で
あ
る
。

 
①
・
②
の
記
事
に
つ
い
て
考
え
て
み
よ
う
。

 
先
述
し
た
と
お
り
、
牧
野
和
夫
は
延
慶
本
で
は
『
長
恨
島
伝
』
に
よ
る
独
自

の
「
大
伯
昂
星
轟
轟
楊
無
位
被
失
望
井
役
行
者
事
」
の
章
段
が
設
け
ら
れ
、
二

人
の
関
係
が
、
も
と
も
と
皇
子
の
妃
で
あ
っ
た
楊
貴
妃
を
自
ら
後
宮
に
入
れ
て

愛
し
た
玄
宗
に
重
ね
合
わ
せ
ら
れ
て
非
難
さ
れ
て
い
る
と
す
る
。
そ
の
指
摘
を

補
足
す
る
形
に
な
る
だ
ろ
う
が
、
二
人
の
対
面
を
語
る
①
・
②
の
記
事
で
も
二

人
の
関
係
は
暗
示
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
延
慶
本
に
は
、
後
白
河
院

が
女
院
の
事
を
「
未
だ
都
に
渡
せ
導
け
る
時
も
、
御
心
苦
事
」
（
第
六
末
「
送

礼
門
院
小
原
へ
移
巨
像
」
）
に
思
い
な
が
ら
、
頼
朝
の
目
を
恐
れ
て
そ
の
ま
ま

過
ご
さ
ざ
る
を
得
な
か
っ
た
と
あ
る
。
女
院
が
大
原
に
移
っ
た
の
を
機
に
、
補

陀
落
寺
参
詣
と
偽
っ
て
女
院
を
訪
れ
た
の
で
あ
る
。

 
と
こ
ろ
で
、
①
の
傍
線
部
の
「
煙
立
思
な
ら
ね
ど
人
し
れ
ず
わ
び
て
は
富
士

の
ね
を
の
み
ぞ
な
く
」
の
歌
は
『
新
古
今
集
』
に
納
め
ら
れ
て
い
る
深
養
父
の

詠
歌
で
、
ま
さ
に
後
白
河
院
の
建
礼
門
院
へ
の
思
い
を
暗
示
し
て
い
る
か
の
よ

う
に
取
り
入
ら
れ
て
い
る
。

 
歌
語
の
「
煙
立
つ
思
」
と
は
、
「
む
ね
は
ふ
じ
袖
は
清
見
が
重
な
れ
や
煙
の

波
も
た
た
ぬ
日
ぞ
な
き
」
（
『
深
養
父
集
』
巻
十
一
、
恋
一
）
の
用
例
も
あ
る
よ

う
に
、
相
手
を
思
い
焦
が
れ
る
恋
の
炎
で
立
つ
煙
を
意
味
し
、
ま
た
、
「
富
士
山
」

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ね

は
「
恋
を
の
み
常
に
す
る
が
の
山
な
れ
ば
富
士
の
峰
に
の
み
泣
か
ぬ
日
は
な
し
」

（『

繿
I
和
歌
集
』
巻
九
、
恋
一
、
よ
み
人
し
ら
ず
）
の
よ
う
に
、
恋
の
思
い

を
託
し
た
詠
歌
が
多
い
。
「
富
士
山
に
煙
が
立
つ
よ
う
な
目
立
つ
恋
の
思
い
の

火
で
は
な
い
け
れ
ど
、
人
に
知
ら
れ
ず
に
思
い
悩
ん
で
は
、
富
士
の
ね
（
峰
）

な
ら
ぬ
、
身
を
伏
し
て
声
を
出
し
て
泣
い
て
ば
か
り
い
ま
す
し
と
い
う
意
味
に

な
る
だ
ろ
う
。

 
ち
な
み
に
、
補
陀
落
寺
参
詣
の
こ
と
は
同
じ
読
み
本
系
の
長
門
本
、
源
平
盛

衰
記
に
も
見
え
る
が
、
「
官
立
思
」
の
歌
は
延
慶
本
に
し
か
見
え
な
い
。

 
次
に
②
の
、
後
白
河
院
の
来
訪
を
知
っ
た
建
艦
門
院
の
詠
歌
「
い
ざ
さ
ら
ば

急
く
ら
べ
む
時
鳥
我
も
尽
せ
ぬ
浮
ね
を
ぞ
泣
く
」
に
つ
い
て
見
て
い
こ
う
。

 
諸
本
の
中
で
は
、
語
り
本
の
古
態
本
と
い
わ
れ
る
屋
代
本
が
延
慶
本
と
同
じ

設
定
と
な
っ
て
お
り
、
ほ
か
に
覚
一
本
は
法
皇
還
御
を
見
送
っ
た
時
の
詠
歌
と

し
、
歌
の
内
容
も
「
い
ざ
さ
ら
ば
な
み
だ
く
ら
べ
ん
時
鳥
わ
れ
も
う
き
世
に
ね

を
の
み
ぞ
泣
く
」
と
、
延
慶
本
と
は
異
な
る
。

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ユ

 
市
古
貞
次
の
指
摘
す
る
と
お
り
、
こ
の
「
い
ざ
さ
ら
ば
」
の
歌
は
、
御
鳥
羽

院
皇
子
雅
成
親
王
の
「
い
ざ
さ
ら
ば
涙
比
べ
ん
ほ
と
と
ぎ
す
わ
れ
も
う
き
よ
に

な
か
ぬ
日
は
な
し
」
（
『
続
古
今
和
歌
集
』
巻
十
七
、
雑
歌
上
）
を
作
り
変
え
た

も
の
で
あ
ろ
う
。

 
と
こ
ろ
で
、
覚
一
本
の
歌
が
元
の
歌
の
意
味
と
殆
ど
変
ら
な
い
の
に
対
し
て
、

延
慶
本
の
歌
は
違
う
解
釈
が
で
き
る
。
つ
ま
り
、
「
憂
き
世
に
生
き
て
泣
く
」

と
解
釈
さ
れ
る
覚
一
本
と
違
っ
て
、
延
慶
本
の
五
句
の
「
浮
ね
を
ぞ
な
く
」
は

男
女
関
係
を
表
し
て
い
る
と
い
え
よ
う
。
国
歌
大
観
で
「
う
き
ね
」
の
用
例
を

調
べ
た
と
こ
ろ
、
恋
の
つ
ら
さ
や
旅
の
つ
ら
さ
を
表
現
す
る
歌
が
多
く
、
既
に

『
万
葉
集
』
の
時
代
か
ら
相
聞
の
歌
に
そ
の
用
例
が
見
ら
れ
る
。
「
う
き
ね
を

ぞ
な
く
」
の
場
合
、
三
例
が
見
ら
れ
、
そ
の
中
の
二
例
が
恋
歌
で
あ
っ
た
。
歌

を
引
用
し
て
み
る
。

 
 
・
『
続
拾
遺
和
歌
集
』
雑
十
三
、
恋
二
、
兵
部
卿
元
良
新
王
家
歌
合
に

 
 
 
よ
み
人
知
ら
ず
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八
三
四
 
涙
川
せ
け
ど
と
ま
ら
ぬ
暁
の
わ
か
れ
は
を
し
の
う
き
ね
を
ぞ

 
 
 
刻

 
 
・
『
新
後
拾
遺
和
歌
集
』
巻
六
、
冬
 
題
し
ら
ず
 
郁
芳
門
院
安
芸

 
 
 
五
一
〇
 
あ
ふ
こ
と
の
と
ど
こ
ほ
り
た
る
水
の
う
へ
に
つ
が
は
ぬ
を
し

 
 
 
の
う
き
ね
を
ぞ
な
く

 
 
・
『
続
古
今
和
歌
集
』
巻
十
二
、
恋
歌
一
、
題
し
ら
ず
 
よ
み
肥
し
ら
ず

 
 
 
一
〇
二
五
 
水
鳥
を
よ
そ
に
み
し
か
ど
恋
す
れ
ば
我
も
涙
に
う
き
ね
を

 
 
 
ぞ
な
く

 
も
ち
ろ
ん
、
延
慶
本
の
歌
を
単
純
に
寂
光
院
で
の
「
浮
き
寝
」
、
「
憂
き
寝
」

の
意
味
で
解
釈
す
る
こ
と
も
で
き
よ
う
。
し
か
し
、
「
煙
た
つ
」
の
歌
、
「
誠
に

面
は
ゆ
げ
な
る
御
気
色
に
て
、
御
墨
打
赤
め
て
渡
せ
給
け
る
」
と
い
う
延
慶
本

の
独
自
記
事
を
総
合
し
て
考
え
る
と
、
や
は
り
、
男
女
関
係
を
暗
示
す
る
歌
の

よ
う
に
読
み
取
れ
よ
う
。

 
延
慶
本
の
こ
の
よ
う
な
設
定
は
④
の
記
事
か
ら
も
補
強
で
き
る
。
建
礼
門
院

は
自
分
の
経
験
し
た
天
上
、
人
間
、
修
羅
、
畜
生
、
餓
鬼
、
地
獄
の
六
道
を
語
っ

た
後
、
女
の
身
の
憂
さ
を
例
を
挙
げ
て
述
べ
、
自
分
に
近
親
相
姦
の
噂
が
立
た

れ
た
こ
と
を
畜
生
道
に
比
し
て
い
る
。
こ
の
近
親
相
姦
の
話
は
延
慶
本
、
源
平

盛
衰
記
以
外
の
諸
本
に
は
見
ら
れ
ず
、
ま
た
両
本
の
間
に
は
相
違
が
見
ら
れ
る
。

 
『
平
家
物
語
』
の
六
道
物
語
と
『
宝
物
集
』
の
関
係
に
つ
い
て
少
し
考
え
て

み
た
い
。
既
に
指
摘
が
あ
る
よ
う
に
、
『
平
家
物
語
』
の
六
道
物
語
は
『
宝
物
集
』

の
影
響
を
受
け
て
い
る
と
い
え
よ
う
。

 
『
宝
物
集
』
（
七
巻
本
）
巻
第
五
「
不
邪
淫
戒
」
に
は
、
延
慶
本
の
畜
生
道

を
連
想
さ
せ
る
記
事
が
見
ら
れ
る
。
長
文
だ
が
、
延
慶
本
と
関
係
あ
る
部
分
を

引
用
す
る
。

『
平
家
物
語
』
の
建
礼
門
院
造
形

 
 
京
極
の
御
息
所
と
申
す
の
は
、
延
喜
の
女
御
の
ま
い
り
給
ふ
夜
、
寛
平
法

 
 
皇
の
、
出
た
ち
み
ん
と
て
お
は
し
ま
し
て
み
た
ま
ひ
け
る
に
、
心
に
つ
き

 
 
給
ひ
け
れ
ば
、
「
老
法
師
に
明
り
ぬ
」
と
て
、
を
し
と
り
給
ふ
人
の
御
事
也
。

 
 
（
略
）
天
竺
の
后
ひ
そ
か
に
臣
下
に
あ
ひ
て
、
公
に
き
か
れ
奉
り
て
恒
河

 
 
川
に
し
て
水
を
あ
み
て
身
を
き
よ
め
て
幟
回
す
る
事
な
り
。
鳩
那
羅
太
子

 
 
の
眼
を
く
じ
る
と
い
ふ
は
、
阿
育
王
の
后
、
継
子
の
倶
那
羅
太
子
を
お
も

 
 
ひ
か
け
給
ふ
を
、
太
子
か
た
く
辞
し
暖
冬
ふ
に
よ
り
て
、
ふ
た
つ
の
眼
を

 
 
く
じ
り
給
ふ
事
也
。
夏
太
后
は
膠
毒
を
愛
し
、
則
天
皇
后
は
長
文
成
に
あ

 
 
ひ
、
（
略
）
則
天
皇
后
と
申
す
は
、
高
歯
の
后
な
り
。
長
文
成
と
う
ふ
色

 
 
好
み
に
値
ひ
て
、
遊
仙
窟
と
い
ふ
文
を
得
給
ふ
事
な
り
。
（
略
）
高
野
の

 
 
天
皇
は
弓
削
の
道
鏡
に
お
も
ひ
つ
き
て
、
十
善
の
位
を
さ
え
に
ゆ
づ
ら
ん

 
 
と
て
、
和
気
の
清
丸
を
勅
使
と
し
て
、
宇
佐
宮
へ
ま
で
ま
い
ら
せ
、
（
略
）

 
 
又
五
條
の
后
は
、
太
政
大
臣
冬
嗣
御
息
女
に
て
、
仁
明
天
皇
の
女
御
也
。

 
 
業
平
中
黒
に
あ
ひ
た
ま
ひ
て
、
や
さ
し
き
事
ど
も
侍
り
け
り
。
さ
り
と
て

 
 
あ
ひ
給
へ
る
御
と
し
か
は
、
后
四
十
二
に
て
お
は
し
け
る
に
、
中
砂
は
二

 
 
十
五
ぞ
申
し
た
め
る
。
月
や
あ
ら
ぬ
春
や
昔
の
春
な
ら
ぬ
我
が
身
ひ
と
つ

 
 
は
も
と
の
身
に
し
て
。
（
『
宝
物
集
』
）

 
延
慶
本
の
挙
げ
て
い
る
殆
ど
の
人
物
が
、
こ
こ
に
は
挙
げ
ら
れ
て
い
る
。

 
た
だ
し
、
『
宝
物
集
』
は
、
女
の
淫
欲
が
仏
の
教
え
を
妨
げ
る
こ
と
を
強
調

し
て
お
り
、
こ
れ
に
対
し
て
、
延
慶
本
は
、
男
に
浮
名
を
立
て
ら
れ
て
し
ま
う

女
の
身
の
憂
さ
を
語
り
、
女
性
を
受
身
の
立
場
に
置
い
て
い
る
。

 
つ
ま
り
延
慶
本
は
、
建
礼
門
院
に
近
親
相
姦
の
噂
の
あ
っ
た
こ
と
は
語
っ
て

い
る
も
の
の
、
そ
れ
は
あ
く
ま
で
も
女
の
身
の
憂
さ
と
「
人
の
口
の
さ
が
な
」

さ
に
よ
る
も
の
と
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
こ
う
し
た
延
慶
本
の
姿
勢
は
、
出
射

（17］



『
平
家
物
語
』
の
建
礼
門
院
造
形

門
院
の
不
浄
の
こ
と
を
積
極
的
に
示
し
て
い
る
源
平
盛
衰
記
と
も
一
線
を
画
し

て
い
る
。

 
さ
て
、
こ
こ
で
注
目
し
た
い
の
は
、
延
慶
本
の
作
者
が
『
宝
物
集
』
の
「
不

邪
淫
戒
」
に
見
え
な
い
、
染
殿
の
后
の
話
を
取
り
入
れ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。

 
周
知
の
よ
う
に
、
染
殿
の
后
と
は
文
徳
天
皇
后
藤
原
明
子
で
あ
り
、
物
怪
調

伏
の
た
め
呼
ん
だ
金
剛
山
聖
人
と
の
不
幸
な
出
会
い
は
『
今
昔
物
語
集
』
、
『
古

事
談
』
等
に
よ
っ
て
知
ら
れ
て
い
る
。
本
文
の
引
用
は
省
略
す
る
が
、
『
今
昔

物
語
集
』
巻
第
二
十
の
「
輝
北
后
、
為
天
宮
被
嶢
乱
語
第
七
」
に
よ
れ
ば
、
金

剛
山
の
聖
人
が
便
殿
后
に
つ
い
た
物
の
怪
の
た
め
の
加
持
祈
禧
の
折
、
色
欲
の

心
を
起
こ
し
て
餓
死
し
、
天
狗
に
転
生
し
て
彼
女
を
迷
わ
せ
、
思
い
を
遂
げ
た

と
あ
る
。
人
目
も
は
ば
か
ら
ず
見
苦
し
い
行
為
に
及
ぶ
彼
女
の
姿
は
生
々
し
く

書
か
れ
て
い
る
。
延
慶
本
の
畜
生
道
に
染
殿
の
名
が
取
り
上
げ
ら
れ
て
い
る
の

も
別
に
問
題
に
は
な
ら
な
い
。

 
と
こ
ろ
が
、
こ
の
よ
う
な
館
岩
の
后
の
話
が
、
延
慶
本
の
御
産
の
記
事
に
も

取
り
入
れ
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
本
文
を
引
用
す
る
。

 
 
今
度
の
御
産
に
さ
ま
ざ
ま
の
事
共
有
け
る
中
に
、
目
出
た
か
り
け
る
事
は
、

 
 
太
上
法
皇
の
御
加
持
、
有
が
た
か
り
け
る
御
事
也
。
青
し
染
殿
の
后
と
申

し
は
、
清
和
の
国
母
に
て
、
一
天
を
な
び
か
し
給
へ
り
し
程
に
。
紺
青
鬼

 
と
云
御
物
の
け
に
書
取
籠
て
、
世
中
の
人
に
も
さ
が
な
く
い
わ
れ
さ
せ
給

 
事
侍
け
り
。
智
証
大
師
の
御
時
に
て
お
わ
し
ま
し
け
れ
ば
、
様
々
の
加
持

 
せ
ら
れ
け
れ
ど
も
、
不
諾
し
て
や
み
給
に
け
る
に
、
今
の
法
皇
の
御
囲
物

 
に
御
物
の
気
の
機
嫌
事
、
晶
々
目
出
く
そ
覚
へ
し
。

 
（
第
二
本
 
 
「
中
宮
御
産
有
事
付
貧
僧
加
持
男
手
」
）

先
述
し
た
と
お
り
、
建
礼
門
院
の
出
産
の
時
、
後
白
河
院
が
加
持
祈
誓
を
行

な
っ
た
こ
と
は
疑
い
が
な
い
。
『
平
家
物
語
』
の
御
産
の
場
面
で
後
白
河
院
が

登
場
す
る
の
は
、
そ
う
し
た
事
実
を
反
映
し
た
も
の
で
あ
っ
た
。

 
問
題
は
、
こ
の
後
白
河
院
の
加
持
筆
記
に
関
し
て
、
染
殿
の
話
が
持
ち
出
さ

れ
て
い
る
こ
と
だ
。
後
白
河
院
の
加
持
祈
禧
は
事
実
で
あ
る
し
、
そ
の
事
実
を

伝
え
る
こ
と
に
は
、
法
皇
の
加
持
祈
疇
の
効
験
を
称
え
る
意
味
あ
い
も
あ
っ
た

だ
ろ
う
。
だ
が
、
こ
こ
に
染
殿
の
后
の
話
を
持
ち
出
す
の
は
、
い
か
に
も
唐
突

な
感
じ
を
抱
か
ざ
る
を
得
な
い
。
な
に
し
ろ
染
殿
の
后
の
逸
話
は
、
い
ま
言
う

よ
う
に
、
金
剛
山
聖
人
（
紺
青
鬼
）
に
犯
さ
れ
、
械
さ
れ
た
事
例
な
の
だ
。
皇

子
を
出
産
し
た
国
母
へ
の
加
持
祈
禧
を
語
る
と
き
ふ
さ
わ
し
い
逸
話
だ
っ
た
と

は
考
え
に
く
い
。

 
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
あ
え
て
昇
殿
の
后
の
逸
話
を
位
置
さ
せ
た
編
者
の
意
図

は
、
い
っ
た
い
何
だ
っ
た
の
だ
ろ
う
か
。

 
こ
れ
は
あ
る
い
は
、
加
持
祈
疇
の
験
者
に
犯
さ
れ
た
染
殿
の
話
を
提
示
す
る

こ
と
に
よ
っ
て
、
験
者
を
務
め
た
舅
の
後
白
河
院
と
建
礼
門
院
と
が
関
係
あ
る

こ
と
を
、
延
慶
本
の
作
者
が
暗
示
し
よ
う
と
し
て
い
る
の
で
は
な
い
で
あ
ろ
う

か
。 

前
後
し
た
が
、
最
後
に
女
院
の
六
道
語
り
の
導
入
部
で
あ
る
③
の
記
事
に
つ

い
て
考
え
て
み
る
。
後
白
河
院
を
前
に
し
た
建
礼
門
院
は
、
自
分
が
「
万
機
の

政
を
心
の
ま
ま
に
行
」
つ
た
こ
と
、
平
家
一
門
の
栄
華
の
こ
と
を
天
上
の
楽
し

み
に
比
し
て
語
っ
て
い
る
。

 
こ
の
「
万
機
の
政
」
云
々
の
記
述
は
他
の
諸
本
に
は
見
え
な
い
延
慶
本
独
自

の
も
の
で
あ
る
。
も
ち
ろ
ん
、
源
平
盛
衰
記
、
覚
一
本
に
も
」
天
四
海
を
掌

の
な
か
に
握
り
L
、
「
一
天
四
海
掌
の
ま
ま
な
り
」
之
、
似
た
よ
う
な
表
現
が
み

え
る
が
、
延
慶
本
の
場
合
、
「
建
礼
門
院
之
事
」
の
章
段
が
設
け
ら
れ
、
そ
れ

（18）



が
安
徳
天
皇
の
即
位
に
よ
る
も
の
と
再
三
に
わ
た
っ
て
語
ら
れ
て
い
る
。

①
女
院
御
年
十
五
に
て
内
へ
参
給
し
か
ば
、
や
が
て
女
院
の
宣
旨
被
下
て
、

 
 
十
六
に
て
后
妃
の
位
に
備
り
、
君
王
の
傍
に
候
は
せ
給
て
、
朝
に
は
朝
政

 
 
を
勧
奉
り
、
夜
は
夜
を
専
に
し
給
ふ
。
控
堤
に
て
皇
子
御
誕
生
築
き
。
皇

 
 
子
い
つ
し
か
太
子
に
話
せ
給
ふ
。
春
宮
位
に
即
給
に
し
か
ば
、
廿
五
に
て

 
 
院
号
あ
り
て
、
建
礼
門
院
と
申
き
。
入
道
の
御
払
の
上
、
天
下
の
国
母
に

 
 
て
ま
し
ま
し
し
か
ば
、
世
の
重
く
し
奉
事
斜
な
ら
ず
。
（
六
本
「
建
礼
門

 
 
院
御
出
家
事
」
）

②
抑
建
礼
門
院
と
申
は
、
後
白
河
法
皇
の
太
子
高
倉
院
后
、
入
道
前
大
政
大

 
 
臣
清
盛
の
御
娘
、
安
徳
天
皇
の
御
母
也
。
十
五
才
に
し
て
后
妃
の
位
に
備

 
 
り
、
十
六
才
に
し
て
女
御
の
宣
旨
を
下
し
、
廿
二
に
し
て
皇
子
御
誕
生
有

 
 
し
か
ば
、
い
つ
し
か
春
宮
位
に
立
給
べ
き
天
子
な
り
し
か
ど
も
、
位
定
ら

 
 
せ
給
し
か
ば
、
一
天
四
海
を
掌
に
拳
り
、
万
人
卿
相
遍
く
国
母
と
奉
仰
の

 
 
み
に
必
ず
、
九
重
雷
撃
、
清
涼
紫
野
之
床
を
並
べ
、
后
妃
采
女
に
か
し
つ

 
 
か
れ
給
き
。
（
第
六
末
「
建
言
門
院
之
事
」
）

 
し
か
し
、
建
礼
門
院
が
政
治
に
関
与
し
た
こ
と
を
窺
わ
せ
る
記
録
は
、
今
の

と
こ
ろ
見
当
た
ら
な
い
。
彼
女
と
夫
の
高
倉
天
皇
と
の
関
係
も
、
『
平
家
物
語
』

の
語
る
よ
う
な
仲
睦
ま
じ
い
も
の
で
は
な
か
っ
た
。
延
慶
本
の
「
万
機
の
政
」

云
々
も
ま
た
、
作
者
の
意
図
的
な
操
作
に
よ
る
も
の
で
あ
ろ
う
。

 
延
慶
本
の
作
者
は
、
平
家
一
門
の
栄
華
を
建
礼
門
院
と
安
徳
天
皇
の
存
在
に

よ
る
も
の
だ
と
の
基
本
認
識
に
立
っ
て
、
重
壁
門
院
を
平
家
の
政
治
内
の
存
在

と
し
て
描
い
て
い
る
の
で
あ
る
。
げ
ん
に
、
安
徳
天
皇
の
死
に
つ
い
て
も
、
延

慶
本
の
建
礼
門
院
は
そ
の
原
因
を
、
「
何
の
罪
に
依
て
か
、
忽
に
百
皇
鎮
護
の

御
誓
に
漏
れ
給
ぬ
る
に
や
。
是
即
我
等
が
一
門
、
只
官
位
俸
禄
身
に
余
り
、
国

『
平
家
物
語
』
の
建
礼
門
院
造
形

家
を
煩
す
の
み
に
あ
ら
ず
、
天
子
を
蔑
如
し
奉
り
、
神
明
仏
施
を
滅
し
、
悪
業

所
感
之
故
也
し
と
、
自
分
を
始
め
平
家
一
門
の
罪
に
よ
る
も
の
だ
と
し
て
い
る
。

 
「
平
家
の
一
門
は
低
温
礼
門
院
の
御
事
に
、
丞
相
の
位
を
け
が
し
、
国
柄
の

政
を
掌
ど
る
。
悪
事
既
に
超
過
せ
り
。
行
末
も
今
は
あ
や
ふ
が
る
。
天
変
の
現

じ
様
恐
し
と
そ
」
（
三
末
「
大
伯
昂
通
事
付
楊
貴
妃
被
工
事
井
役
行
者
事
」
）
と

い
う
延
慶
本
独
自
の
建
礼
門
院
非
難
記
事
は
、
こ
の
よ
う
な
基
本
認
識
の
反
映

に
ほ
か
な
る
ま
い
。

 
以
上
、
延
慶
本
の
建
長
門
院
造
形
を
見
て
き
た
。

 
延
慶
本
の
建
礼
門
院
造
形
の
特
徴
は
、
後
白
河
院
と
建
礼
門
院
と
の
男
女
関

係
を
暗
示
す
る
独
自
記
事
に
求
め
ら
れ
る
。
延
慶
本
の
編
者
は
建
礼
門
院
を
平

家
の
女
性
と
し
て
位
置
付
け
た
う
え
、
彼
女
に
後
白
河
院
と
の
艶
聞
、
宗
盛
と

の
近
親
相
姦
の
う
わ
さ
、
政
治
関
与
の
罪
を
背
負
わ
せ
た
。
そ
の
た
め
、
六
道

語
り
は
建
礼
門
院
本
人
の
生
々
し
い
体
験
と
し
て
構
成
さ
れ
て
お
り
、
「
其
中

に
も
道
心
さ
め
が
た
く
侍
け
る
は
、
国
母
の
衰
た
る
に
ま
さ
れ
る
は
候
は
ざ
り

け
る
や
」
と
自
ら
語
っ
て
い
る
よ
う
に
、
彼
女
の
惨
め
な
運
命
こ
そ
平
家
一
門

の
救
済
の
道
だ
と
の
立
場
が
、
そ
こ
に
は
認
め
ら
れ
る
。

 
 
四
 
ま
と
め

 
『
平
家
物
語
』
の
建
礼
門
院
に
は
、
安
徳
天
皇
を
は
じ
め
平
家
一
門
の
救
済

と
い
う
重
要
な
役
割
が
与
え
ら
れ
て
い
る
。
そ
の
た
め
、
建
礼
門
院
関
連
記
事

に
つ
い
て
の
先
行
研
究
は
、
女
院
往
生
物
語
（
灌
頂
巻
）
の
構
造
・
役
割
を
問

う
論
が
多
く
、
建
礼
門
院
の
人
物
造
形
は
ほ
と
ん
ど
注
目
さ
れ
な
か
っ
た
。

 
し
か
し
、
女
院
往
生
物
語
の
大
半
を
占
め
て
い
る
六
道
語
り
は
建
埋
門
院
本

（19）



『
平
家
物
語
』
の
建
礼
門
院
造
形

人
の
人
生
の
回
顧
で
あ
り
、
当
然
、
そ
こ
に
は
物
語
作
者
の
造
形
し
た
建
付
門

院
像
が
反
映
さ
れ
て
い
る
は
ず
だ
。
つ
ま
り
、
『
平
家
物
語
』
の
諸
本
の
女
院

往
生
物
語
の
構
造
は
、
そ
の
物
語
を
担
っ
て
い
る
建
礼
門
院
の
人
物
造
形
と
深

く
関
わ
っ
て
い
る
。

 
諸
本
の
建
礼
門
院
造
形
は
、
た
と
え
ば
、
後
白
河
院
と
の
艶
聞
を
重
視
す
る

延
慶
本
、
建
礼
門
院
に
対
す
る
非
難
の
記
事
を
ま
っ
た
く
排
除
し
、
妙
音
菩
薩

と
し
て
造
形
し
て
い
る
長
門
本
、
建
礼
門
院
を
近
親
相
姦
の
罪
を
犯
し
て
不
浄

な
女
と
し
て
理
解
し
、
安
徳
天
皇
の
出
生
へ
の
疑
念
を
暗
示
し
て
い
る
源
平
盛

衰
記
、
女
院
の
姿
を
「
盛
者
必
衰
」
「
諸
行
無
常
」
の
原
則
に
よ
っ
て
完
壁
に

裁
断
し
て
い
る
覚
一
本
と
い
う
よ
う
に
、
そ
れ
ぞ
れ
の
構
想
や
性
格
に
よ
っ
て

異
な
る
展
開
を
見
せ
て
い
る
。

 
古
態
本
の
延
慶
本
の
場
合
、
建
礼
門
院
は
平
家
の
権
力
を
支
え
た
人
物
、
舅

と
艶
聞
の
あ
っ
た
不
貞
の
女
性
と
し
て
造
形
さ
れ
て
お
り
、
往
生
物
語
の
建
礼

門
院
と
後
白
河
院
の
対
面
の
場
面
に
は
、
二
人
の
関
係
を
暗
示
す
る
独
自
記
事

が
取
り
入
れ
ら
れ
て
い
る
。

 
二
で
述
べ
た
よ
う
に
、
建
礼
門
院
と
後
白
河
院
の
関
係
が
種
々
取
り
沙
汰
さ

れ
た
の
は
事
実
だ
が
、
し
か
し
、
そ
れ
は
二
人
の
男
女
関
係
の
成
立
を
裏
付
け

る
も
の
で
は
な
か
っ
た
。
ま
し
て
、
限
ら
れ
た
範
囲
に
し
か
知
ら
れ
て
い
な
か
っ

た
と
お
も
わ
れ
る
噂
を
、
延
慶
本
の
作
者
が
知
っ
て
い
っ
た
か
ど
う
か
も
確
か

で
は
な
い
。

 
事
実
は
ど
う
で
あ
れ
、
延
慶
本
の
儀
礼
門
院
関
連
記
事
は
、
他
の
諸
本
と
異

な
っ
て
舅
の
後
白
河
院
と
の
艶
聞
を
積
極
的
に
暗
示
し
て
い
る
。
こ
れ
は
延
慶

本
の
建
礼
門
院
造
形
の
、
お
お
き
な
特
徴
で
あ
る
。

 
建
礼
門
院
の
不
貞
を
語
る
作
者
の
ね
ら
い
は
、
染
殿
の
逸
話
か
ら
窺
え
る
よ

う
に
、
そ
の
原
因
者
で
あ
る
後
白
河
院
の
造
形
に
あ
っ
た
と
い
え
よ
う
。
延
慶

本
に
は
虚
礼
門
院
の
不
貞
（
宗
盛
と
の
う
わ
さ
を
ふ
く
め
て
）
に
つ
い
て
の
非

難
の
言
葉
が
ま
っ
た
く
見
ら
れ
ず
、
作
者
の
建
礼
門
院
非
難
は
、
も
っ
ぱ
ら
彼

女
の
政
治
関
与
に
向
け
ら
れ
て
い
る
。
延
慶
本
の
六
道
語
り
が
、
不
貞
の
こ
と

・
を
欠
く
長
門
本
や
覚
一
本
、
あ
る
い
は
邪
淫
を
強
調
し
、
非
難
の
姿
勢
を
示
す

源
平
盛
衰
記
な
ど
と
異
な
る
独
自
の
姿
勢
を
示
し
て
い
る
の
も
、
こ
の
よ
う
な

意
図
に
よ
る
も
の
だ
ろ
う
。

注
1

注
2

注
3

延
慶
本
の
女
院
出
家
説
話
の
唱
悪
性
に
注
目
し
、
平
氏
一
族
の
滅
罪
、

鎮
魂
の
祈
願
の
具
体
化
を
指
摘
し
た
小
林
美
和
（
 
「
平
家
物
語
鼻
聾

門
院
説
話
-
延
慶
本
の
出
家
説
話
を
中
心
に
」
、
伝
承
文
学
研
究
二
十

四
号
、
一
九
八
○
）
、
長
門
本
の
強
い
救
済
の
姿
勢
を
指
摘
し
た
山
田

弘
子
（
「
長
門
本
平
家
物
語
の
建
言
門
院
-
妙
音
菩
薩
を
め
ぐ
る
物
語

の
論
理
を
求
め
て
一
」
、
山
口
国
文
十
号
、
一
九
八
七
二
二
）
、
四
部
合

戦
状
本
の
六
道
が
『
宝
物
集
』
を
貫
く
仏
教
教
理
を
踏
ま
え
て
構
成
さ

れ
「
灌
頂
巻
」
に
ふ
さ
わ
し
い
内
容
も
つ
と
指
摘
し
た
渥
美
か
お
る
（
「
四

部
合
戦
状
本
平
家
物
語
灌
頂
巻
六
道
の
原
拠
考
-
宝
物
集
と
の
関
係
を

中
心
に
一
」
、
愛
知
県
立
大
学
論
集
二
〇
号
、
一
九
六
九
・
十
二
）
、
覚

一
本
が
他
の
諸
本
と
異
な
り
女
院
の
得
道
に
発
展
の
相
を
も
た
ら
し
て

い
る
と
捉
え
た
水
原
一
（
「
建
礼
門
院
と
尼
寺
」
『
平
家
物
語
の
形
成
』
、

加
藤
中
道
館
、
一
九
七
一
）
な
ど
の
論
が
あ
る
。

「
後
白
河
法
皇
の
涙
-
建
礼
門
院
物
語
を
め
ぐ
っ
て
I
」
日
本
文
学
四

十
七
号
 
一
九
九
八
・
五

「
亭
亭
門
院
を
め
ぐ
る
噂
と
物
語
」
国
文
学
解
釈
と
教
材
の
研
究
 
四
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注注注
6 5 4

注
7

注
8

注
9

注
1
0

十
三
巻
五
号
 
一
九
九
八
・
四

『
源
頼
朝
』
 
岩
波
新
書
 
一
九
五
八

「
建
礼
門
院
を
め
ぐ
る
噂
と
物
語
」
前
掲

①
『
山
梶
記
』
治
承
二
年
（
二
七
八
）
十
月
七
日
中
 
「
法
皇
密
有

御
幸
、
令
奉
護
身
給
、
後
聞
、
有
御
布
施
」

②
同
十
月
十
一
日
条
 
「
法
皇
密
々
御
幸
令
奉
護
身
給
、
令
輻
讃
化
城

喩
品
之
問
也
、
日
没
之
間
一
部
畢
、
」

③
同
十
月
二
十
七
日
条
 
 
「
法
皇
又
密
々
有
御
幸
、
自
西
北
面
方
入
御
、

八
葉
御
車
、
被
懸
恒
真
、
一
昨
夜
御
幸
鳥
羽
、
聞
食
思
気
色
、
今
朝
還

御
、
令
諦
法
華
経
、
内
大
臣
被
奉
造
立
等
身
六
観
音
像
、
」

④
同
十
月
二
十
八
日
条
 
 
「
自
院
有
御
佛
供
養
、
昨
夜
所
被
造
始
等
身

不
動
大
威
徳
也
」

た
と
え
ば
、
高
倉
院
の
死
か
ら
問
も
な
い
養
和
元
年
三
月
二
十
七
日
の

『
玉
葉
』
の
記
事
に
は
「
法
皇
、
今
度
除
目
、
不
可
被
口
入
之
由
風
聞
、

而
親
信
給
受
領
」
と
あ
り
、
除
目
に
後
白
河
院
の
意
思
が
作
用
し
た
だ

ろ
う
事
が
窺
え
る
。

『
吉
記
』
治
承
五
年
四
月
九
日
条
「
九
日
甲
寅
 
天
晴
（
略
）
今
日
中

宮
可
有
院
號
之
由
被
仰
下
、
而
院
可
有
御
幸
云
々
、
依
御
物
籠
無
其
儀
、

依
此
事
、
昨
日
俄
延
引
之
由
被
仰
下
了
、
」

『
玉
葉
』
治
承
五
年
四
月
九
日
条
「
十
日
乙
卯
、
陰
晴
不
定
、
傳
聞
、

昨
夜
院
號
延
引
、
是
法
皇
依
御
物
籠
、
今
熊
野
、
不
可
有
御
幸
、
伍
所

延
引
云
々
、
愚
案
、
御
幸
何
故
哉
、
未
得
其
儀
、
」

①
小
林
美
和
 
 
「
平
家
物
語
建
礼
門
院
説
話
i
延
慶
本
の
出
家
説
話
を

中
心
に
」
前
掲

『
平
家
物
語
』
の
建
礼
門
院
造
形

注
1
1

②
牧
野
和
夫
「
延
慶
本
平
家
物
語
の
一
考
察
1
「
風
諭
」
を
め
ぐ
っ
て

一
L
 
軍
記
と
語
り
物
 
第
十
六
号
 
一
九
八
○
・
六

③
今
井
正
之
助
「
平
家
物
語
灌
頂
巻
試
論
一
本
巻
と
の
関
わ
り
を
め

ぐ
っ
て
一
」
 
日
本
文
学
 
一
九
八
三
二

小
学
館
古
典
文
学
全
集
『
平
家
物
語
』
下
の
頭
注
に
よ
る
。

※
本
文
の
引
用
は
次
の
テ
キ
ス
ト
に
よ
る
。

『
平
家
物
語
』
 
吉
澤
義
則
校
註
鷹
永
書
爲
延
慶
本
『
平
家
物
語
』
 
誠
社

『
宝
物
集
』
 
新
日
本
古
典
文
学
大
系
 
岩
波
書
店
 
一
九
九
三

『
玉
葉
』
 
黒
川
算
道
・
山
田
弄
璋
校
訂
『
玉
葉
』
 
叢
林
舎
 
一
九
七
五

『
明
月
記
』
 
今
川
文
雄
訳
『
訓
読
明
月
記
』
 
河
出
書
房
新
社
 
一
九
七
九

『
吉
記
』
 
増
補
史
料
大
成
 
臨
川
書
店
 
一
九
六
五

『
唐
桑
記
』
 
増
補
史
料
大
成
 
臨
川
書
店
 
一
九
六
五
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